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全市全郡コンテスト規約新旧対照表

改 正 案 現 行

１. 開催日時 １. 開催日時

２．参加資格 ２．参加資格

３．使用周波数帯 ３．使用周波数帯

４．参加部門および種目 ４．参加部門および種目

コードナンバー 部門 種 目 コードナンバー

部門 種 目 Ｈ (注2) Ｍ (注2) Ｌ (注2)

Ｈ(注10) Ｍ(注10) Ｐ(注10)

電 シ マルチバンド ＦＭＨ ＦＭＭ ＦＭＬ

電話 シングルオペ オールバンド(注4) ＰＡ 信 ン 3.5MHzバンド Ｆ35Ｈ Ｆ35Ｍ Ｆ35Ｌ

(注1) (注3) 3.5MHzバンド Ｐ35 電 グ 7MHzバンド Ｆ 7Ｈ Ｆ 7Ｍ Ｆ 7Ｌ

7MHzバンド Ｐ7 話 ル 14MHzバンド Ｆ14Ｈ Ｆ14Ｍ Ｆ14Ｌ

21MHzバンド Ｐ21 オ 21MHzバンド Ｆ21Ｈ Ｆ21Ｍ Ｆ21Ｌ

28MHzバンド Ｐ28 (注 ペ 28MHzバンド Ｆ28Ｈ Ｆ28Ｍ Ｆ28Ｌ

50MHzバンド Ｐ50 1) 50MHzバンド Ｆ50Ｈ Ｆ50Ｍ Ｆ50Ｌ

ニューカマー(注5,9) ＰＮ (注3) 144MHzバンド Ｆ144

430MHzバンド Ｆ430

マルチオペ オールバンド(注4) ＰＭＡ 1200MHzバンド Ｆ1200

2400MHzバンド Ｆ2400

電信 シングルオペ オールバンド ＣＡＨ ＣＡＭ ＣＡＰ 5600MHzバンド Ｆ5600

(注3) 3.5MHzバンド Ｃ35Ｈ Ｃ35Ｍ Ｃ35Ｐ 10.1GHzﾊﾞﾝﾄﾞ以上(注9) Ｆ10G

7MHzバンド Ｃ7Ｈ Ｃ7Ｍ Ｃ7Ｐ ニューカマー(注4,9) ＦＮ

14MHzバンド Ｃ14Ｈ Ｃ14Ｍ Ｃ14Ｐ シルバー(注5,9) ＦＳ

21MHzバンド Ｃ21Ｈ Ｃ21Ｍ Ｃ21Ｐ ＱＲＰ (注6,9) ＦＰ

28MHzバンド Ｃ28Ｈ Ｃ28Ｍ Ｃ28Ｐ ＳＷＬ (注9) ＦＳＷＬ

50MHzバンド Ｃ50Ｈ Ｃ50Ｍ Ｃ50Ｐ

144MHzバンド Ｃ144 マル マルチバンド ＦＭＭＨ ＦＭＭＭ ＦＭＭＬ

430MHzバンド Ｃ430 チオ ２波 (注7,9) ＦＭ２

1200MHzバンド Ｃ1200 ペ ジュニア (注8,9) ＦＭＪ

2400MHzバンド Ｃ2400

5600MHzバンド Ｃ5600 電 シ マルチバンド ＣＭＨ ＣＭＭ ＣＭＬ

10.1GHzﾊﾞﾝﾄﾞ以上(注9) Ｃ10G 信 ン 3.5MHzバンド Ｃ35Ｈ Ｃ35Ｍ Ｃ35Ｌ

シルバー (注6,9) ＣＳ グ 7MHzバンド Ｃ 7Ｈ Ｃ 7Ｍ Ｃ 7Ｌ

ル 14MHzバンド Ｃ14Ｈ Ｃ14Ｍ Ｃ14Ｌ

オ 21MHzバンド Ｃ21Ｈ Ｃ21Ｍ Ｃ21Ｌ

マルチオペ オールバンド ＣＭＡＨ ＣＭＡＭ ペ 28MHzバンド Ｃ28Ｈ Ｃ28Ｍ Ｃ28Ｌ

２波(注7,9) ＣＭ２ 50MHzバンド Ｃ50Ｈ Ｃ50Ｍ Ｃ50Ｌ
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(注3) 144MHzバンド Ｃ144

電信 シングルオペ オールバンド ＸＡＨ ＸＡＭ ＸＡＰ 430MHzバンド Ｃ430

電話 (注3) 3.5MHzバンド Ｘ35Ｈ Ｘ35Ｍ Ｘ35Ｐ 1200MHzバンド Ｃ1200

(注2) 7MHzバンド Ｘ7Ｈ Ｘ7Ｍ Ｘ7Ｐ 2400MHzバンド Ｃ2400

14MHzバンド Ｘ14Ｈ Ｘ14Ｍ Ｘ14Ｐ 5600MHzバンド Ｃ5600

21MHzバンド Ｘ21Ｈ Ｘ21Ｍ Ｘ21Ｐ 10.1GHzﾊﾞﾝﾄﾞ以上(注9) Ｃ10G

28MHzバンド Ｘ28Ｈ Ｘ28Ｍ Ｘ28Ｐ シルバー(注5,9) ＣＳ

50MHzバンド Ｘ50Ｈ Ｘ50Ｍ Ｘ50Ｐ ＱＲＰ (注6,9) ＣＰ

144MHzバンド Ｘ144 ＳＷＬ (注9) ＣＳＷＬ

430MHzバンド Ｘ430

1200MHzバンド Ｘ1200 マル マルチバンド ＣＭＭＨ ＣＭＭＭ ＣＭＭＬ

2400MHzバンド Ｘ2400 チオ ２波 (注7,9) ＣＭ２

5600MHzバンド Ｘ5600 ペ ジュニア (注8,9) ＣＭＪ

10.1GHzﾊﾞﾝﾄﾞ以上(注9) Ｘ10G

シルバー(注6,9) ＸＳ

ＳＷＬ (注9) ＸＳＷＬ

マルチオペ オールバンド ＸＭＡＨ ＸＭＡＭ

２波 (注7,9) ＸＭ２

ジュニア (注8,9) ＸＭＪ

(注１) 電話部門のすべての種目は、空中線電力10W以下（50～430MHzバンドでは20W以下）とする。 １）電信電話部門は、「電信および電話」または「電話」の交信によるものとする。（注

(注２）電信電話部門は、「電信および電話」または「電話」によるものとする。 ２) コードナンバーのＨ、Ｍ、Ｌは、それぞれ空中線電力「１ｋＷ以下」、「200Ｗ以下」、「10Ｗ(5(注

(注３) シングルオペは、コンテスト中の運用に関わるすべてのことを一人で行うものとし、それ以外は 0～430MHzバンドは20W)以下」の電力区分を表す。

マルチオペとする。 ３) シングルオペは、コンテスト中の運用に関わるすべてのことを一人で行うものとする。(注

(注４) 電話部門オールバンド種目は、14MHzバンドによる運用は除く。 ４) ニューカマーは、初めて局を開設した個人局であって、局免許年月日が開催日の３年前の同日以(注

（注５）ニューカマーは、初めて局を開設した個人局であって、局免許年月日が開催日の３年前の同日 降に免許された局とする。

以降に免許された局とする。 ５) シルバーは、年齢が70歳以上のオペレータによる運用であるものとする。(注

(注６) シルバーは、年齢が70歳以上のオペレータによる運用であるものとする。 ６) ＱＲＰは、空中線電力５Ｗ以下とし、430MHzバンド以下の任意の２バンド以下を選択することと(注

(注７) ２波は、いかなる場合も同時に送信できるのは２波(異なる２バンド)以下とし、２波それぞれ する。

に「10分間ルール」を適用する。 ７) ２波は、いかなる場合も同時に送信できるのは２波(異なる２バンド)以下とし、２波それぞれに(注

「10分間ルール」を適用する。｢10分間ルール｣とは、バンドを変更したときは受信時間を含めて少なく

｢10分間ルール｣とは、バンドを変更したときは受信時間を含めて少なくとも10分間そのバンドにとどまらなければならない、というルール。

とも10分間そのバンドにとどまらなければならない、というルール。(注８) ジュニアは、年齢が18歳以下のオペレータの運用による交信局数が全体の80%以上であるもの

とする。 ８) ジュニアは、年齢が18歳以下のオペレータの運用による交信局数が全体の80％ 以上であるものと(注

(注９) ニューカマー、シルバー、およびジュニアは使用するバンド数に関係なくオールバンドにエント する。

リーしたものとみなす。10.1GHzバンド以上、２波、およびＳＷＬは、使用するバンドに制限はな ９) 10.1GHzバンド以上、ニューカマー、シルバー、ＱＲＰ、ＳＷＬ、２波、およびジュニアは、マル(注

い。 チバンドまたはシングルバンドの区別はしないものとする。

(注10) コードナンバーのＨ、Ｍ、Ｐは、それぞれ空中線電力「100Ｗ超」、「5Ｗ超100Ｗ以下」、

「5Ｗ以下」の電力区分を表す。

５．交信方法 ５．交信方法

(１)呼び出し － 略 － （１）呼び出し － 略 －

(２)コンテストナンバー交換 （２）コンテストナンバー交換
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次のナンバーを交換する。 次のナンバーを交換する。

ＲＳＴ符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す別表の市、 ＲＳＴ符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す別表の市、

郡または区ナンバー 空中線電力を表すアルファベット１文字(注1) 郡または区ナンバー 空中線電力を表すアルファベット１文字(注1)

(例) 相手局のシグナルレポートが「59」、自局の運用場所が東京都豊島区「100116」、 (例) 相手局のシグナルレポートが「59」、自局の運用場所が東京都豊島区「100116」、

空中線電力が「10Ｗ」の電話によるコンテストナンバーは、「59100116Ｌ」とする。 空中線電力が「10Ｗ」の電話によるコンテストナンバーは、「59100116Ｌ」とする。

(例) 相手局のシグナルレポートが「599」、自局の運用場所が東京都西多摩郡「10002」、 (例) 相手局のシグナルレポートが「599」、自局の運用場所が東京都西多摩郡「10002」、

空中線電力が｢100Ｗ｣ の電信によるコンテストナンバーは、「59910002Ｍ」とする。 空中線電力が｢100Ｗ｣の電信によるコンテストナンバーは、「59910002Ｍ」とする。

(注1) 空中線電力別の表記(アルファベット) 最大空中線電力と種目コードの関係 (注1)空中線電力別の表記(アルファベット)については、次の区分による。

については、次の区分による。 201Ｗ以上：Ｈ

100Ｗ超：Ｈ 空中線電力の表記 種目コード 10Ｗ(20Ｗ)を超え200Ｗ以下：Ｍ

10Ｗ(20Ｗ)を超え100Ｗ以下：Ｍ Ｈ ---------------Ｈ ５Ｗを超え10Ｗ(20Ｗ)以下：Ｌ

５Ｗを超え10Ｗ(20Ｗ)以下：Ｌ Ｍ ---------------Ｍ ５Ｗ以下：Ｐ ( )内は50～430MHzバンドのとき

５Ｗ以下：Ｐ Ｌ ---------------Ｍ

( )内は50～430MHzバンドのとき Ｐ ---------------Ｐ

６．交信上の禁止事項 ６．交信上の禁止事項

７．得点およびマルチプライヤー ７．得点およびマルチプライヤー

８．総得点の計算方法 ８．総得点の計算方法

(１)オールバンドの場合 （１）マルチバンドの場合

〔各バンドにおける得点の和〕×〔各バンドで得たマルチプライヤーの和〕 〔各バンドにおける得点の和〕×〔各バンドで得たマルチプライヤーの和〕

(２)シングルバンドの場合 （２）シングルバンドの場合

〔当該バンドにおける得点の和〕×〔当該バンドで得たマルチプライヤーの和〕 〔当該バンドにおける得点の和〕×〔当該バンドで得たマルチプライヤーの和〕

９．書類の提出 ９．書類の提出

１０．賞 １０．賞

(１) 各種目の書類提出局には、その局数の１０％以内でかつ最大７位までの順位のＪＡＲＬ会員局に (１) 各種目の書類提出局には、その局数に応じて、次の順位のＪＡＲＬ会員局に賞状を贈る。ただし、シ

賞状を贈る。ただし、シングルオペ50MHzバンド以上の種目については、コールエリアの提出局数とす ングルオペ50MHzバンド以上およびニューカマー種目については、コールエリアの提出局数とする。

る。なお、出力別に分かれている種目では、最初に種目コードＨ・Ｍ・Ｐの全体を通じての局数に応じ ①30局以下の場合 ‥‥‥‥‥ １位

て、次にＭ・Ｐ全体を通じての局数に応じて、最後にＰだけの局数に応じて、それぞれ入賞者を選出す ②31局以上の場合 ‥‥‥‥‥ ３位まで

る。この場合、重複した場合はその旨を賞状に併記することとする。

(２) シングルオペ50MHzバンド以上およびニューカマーの種目を除く各種目上位５０％以内にあるコール

(２) シングルオペ50MHzバンド以上の種目を除く各種目上位２５％以内にあるコールエリア第１位の エリア第１位のＪＡＲＬ会員局に賞状を贈る。ただし、(１)の賞状を贈る局に対しては、この賞状は発

ＪＡＲＬ会員局に賞状を贈る。ただし、(１)の賞状を贈る局に対しては、この賞状は発行しない。 行しない。

（３） シングルオペ50MHz、144MHz、430MHzバンドの各種目については、全国第１～３位のＪＡＲＬ会員局 (３)書類提出したＪＡＲＬ会員局に参加証を贈ることができる。

に賞状を贈る。
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（４）書類提出したＪＡＲＬ会員局に参加証や副賞等を贈ることができる。

１１．失格事項等 １１．失格事項等

１２．ＪＡＲＬ登録クラブの得点および順位等 １２．ＪＡＲＬ登録クラブの得点および順位等

ＪＡＲＬ登録クラブの構成員(ＳＷＬを除くシングルオペ局ならびにマルチオペ局１局)から申告された ＪＡＲＬ登録クラブの構成員（シングルオペ局ならびにマルチオペ局１局）から申告された総得点をク

総得点をクラブごとに集計の上、登録クラブごとに順位を決定する。 ラブごとに集計の上、登録クラブごとに順位を決定する。

１３．結果発表 １３．結果発表


